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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成20年8月7日(2008.8.7)

【公開番号】特開2007-5988(P2007-5988A)
【公開日】平成19年1月11日(2007.1.11)
【年通号数】公開・登録公報2007-001
【出願番号】特願2005-181895(P2005-181895)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｑ   7/38     (2006.01)
   Ｈ０４Ｂ   7/26     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｂ   7/26    １０９Ｍ
   Ｈ０４Ｂ   7/26    　　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月19日(2008.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上の他の機器の存在確認機能を有する通信装置において、
　他の機器の存在を確認する確認手段と、
　前記確認手段による確認結果に応じて、送信出力を変更して前記他の機器の存在確認を
行うための確認信号を送信する送信手段と、
を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記確認信号は、前記他の機器が提供するサービスを検索するための信号であることを
特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　送信出力を変更して行った前記確認信号の送信回数を判定する判定手段と、
　前記他の機器と接続状態の場合は、前記判定手段による判定に応じて、前記他の機器と
の通信を切断する切断手段と、
を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記確認信号に対する応答信号に基づいて、前記応答信号に含まれる情報の有効期限を
管理する管理手段を有し、
　前記確認手段は、前記有効期限に基づいて、前記確認信号を送信することで前記他の機
器の存在の確認を行い、
　前記送信手段は、前記確認手段により送信した確認信号の応答信号が受信されない場合
に、送信出力を変更して確認信号を送信することを特徴とする請求項１から３のいずれか
１項に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記送信手段は、前記有効期限に係らずに確認信号を送信することを特徴とする請求項
４に記載の通信装置。
【請求項６】
　ネットワーク上の他の機器に存在通知を行う通信装置において、
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　前記他の機器から送信された存在通知信号に基づいて前記他の機器の存在を管理する管
理手段と、
　前記存在通知信号を受信したタイミングに応じて、前記通信装置の存在を通知するため
の存在通知信号を、送信電力を変更して送信する送信手段と、
を有することを特徴とする通信装置。
【請求項７】
　前記管理手段は、前記他の機器から受信した存在通知信号に含まれる情報に基づいて有
効期限を管理し、
　前記送信手段は、存在通知信号を受信したタイミングと、前記有効期限とに応じて、送
信電力の変更を決定することを特徴とする請求項６に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記送信手段は、前記通信装置の存在を通知するための存在通知信号を送信後、所定期
間が経過すると、次の存在通知信号を送信し、
　前記他の機器から存在通知信号を受信したタイミングに応じて、前記所定時間が経過し
なくとも、存在通知信号を送信することを特徴とする請求項６又は７に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記送信手段により送信出力を変更して行った存在通知信号の送信回数を判定する判定
手段と、
　前記他の機器と接続状態の場合は、前記判定手段による判定に応じて、前記他の機器と
の通信を切断する切断手段と、
を有することを特徴とする請求項６から８のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　他の機器の存在を確認する確認工程と、
　前記確認工程における確認結果に応じて、送信出力を変更して前記他の機器の存在確認
を行うための確認信号を送信する送信工程と、
を有することを特徴とする通信方法。
【請求項１１】
　他の機器から送られてきた存在通知信号に基づいて前記他の機器の存在を管理する管理
工程と、
　前記存在通知信号を受信したタイミングに応じて、送信電力を変更して存在通知信号を
送信する送信工程と、
を有することを特徴とする通信方法。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１記載の通信方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータプ
ログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、通信環境の変化等の要因が発生しても、相手機器との通信を極力継続できる
ようにすることを目的とする。言い換えれば、通信環境の変化等の要因により誤って相手
機器との接続を切断してしまう事態を低減することを目的とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
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　本発明は、ネットワーク上の他の機器の存在確認機能を有する通信装置において、他の
機器の存在を確認する確認手段と、前記確認手段による確認結果に応じて、送信出力を変
更して前記他の機器の存在確認を行うための確認信号を送信する送信手段と、を有するこ
とを特徴とする通信装置を提供する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、ネットワーク上の他の機器に存在通知を行う通信装置において、前記他の機器か
ら送信された存在通知信号に基づいて前記他の機器の存在を管理する管理手段と、前記存
在通知信号を受信したタイミングに応じて、前記通信装置の存在を通知するための存在通
知信号を、送信電力を変更して送信する送信手段と、を有することを特徴とする通信装置
を提供する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、他の機器の存在を確認する確認工程と、前記確認工程における確認結果に応じて
、送信出力を変更して前記他の機器の存在確認を行うための確認信号を送信する送信工程
と、を有することを特徴とする通信方法を提供する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、他の機器から送られてきた存在通知信号に基づいて前記他の機器の存在を管理す
る管理工程と、前記存在通知信号を受信したタイミングに応じて、送信電力を変更して存
在通知信号を送信する送信工程と、を有することを特徴とする通信方法を提供する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　次に、ステップＳ３０２において、サービス問合信号に対する応答が無かった場合は、
サービス検索部２３は、応答が得られないことを制御部２６に通知する。制御部２６は、
無線部２２に送信電力（無線送信出力）を上昇（上げる）するよう指示すると共に、サー
ビス検索部２３に対して再度サービス問合せを行うように指示する。その結果、救済処理
として、無線送信電力を上げて、再びサービス問合わが実施されることになる（ステップ
Ｓ３０７）。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００２６】
　ステップＳ３０９の判断の結果、規定回数の繰り返しが行われていなければ、ステップ
Ｓ３０７に進み、制御部２６は、無線部２２に送信電力（無線送信出力）を更に上げるよ
う指示すると共に、サービス検索部２３に対して再度サービス問合せを行うように指示し
、無線送信電力を更に上げてサービス問合せを再実施する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　ステップＳ３０７からＳ３０９を無線送信電力を徐々に上げて繰り返し、この繰り返し
が規定回数を超えた場合は、制御部２６は、通信部２４及び無線部２２に切断を指示し、
接続済みの機器との切断処理を実施する（ステップＳ３１０）。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　以上のように第１から第３の実施形態によれば、通信環境が変換する環境に適した通信
管理を行うことができる。例えば、通信環境の変化等の要因が発生しても、相手機器との
通信を極力継続できる。言い換えれば、通信環境の変化等の要因により誤って相手機器と
の接続を切断してしまう事態を低減することができる。
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